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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20xx年　　月　　日
公益社団法人日本植物学会
　　会長　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　会員番号　217-　　　-　　　　
 　自宅住所　〒　　　—    
             

会員氏名 　　　　　　           　(印) 

シニア生涯会員移行届
　
　公益社団法人日本植物学会シニア生涯会員規程に基づき、20xx年より貴学会のシニア生涯会員に移行したくお届けいたします。
　また下記につきましては、相違ございません。

——————————————————————————　記　—————————————————————————————

・生年月日：　　　　年　　　　　月　　　　　日


・現在、定職に就いておりません。
以上

公益社団法人日本植物学会シニア生涯会員規程	













5. シニア生涯会員は最初の移行時に一括して生涯会費を納入する。
6. 毎年、他の会員の会費納入時期に更新手続きを行う。２年以上にわたり更新手続きを行わなかった場合は、定款第10条４に基づき、会員資格を喪失する。




（シニア生涯会員の連絡方法）
第5条 シニア生涯会員への連絡は電子メールのみとする。

（シニア生涯会員の事務手続き）
第6条 シニア生涯会員への移行手続きなどの会員管理業務は、外部委託ではなく、日本植物学会事務局において行う。




附則 この規程は2025年9︎月17日の代議員会による細則変更決議の承認を条件に、2025年10月1日から施行する。但し、2026年度会費から適用する。


